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企業会計基準委員会（ASBJ）と

国際会計基準審議会（IASB）は、

2010年９月９日と10日にわたり、ロ

ンドンのIASBオフィスで第12回の

会合を行った。ASBJからは、西川

委員長、加藤副委員長とスタッフ、

IASBからは、Tweedie議長、McGregor

理事、山田理事とスタッフが、参加

した。また、新井副委員長、都委員、

野村委員、関根委員とスタッフが、

テレビ会議で東京から参加した。

以下、会議の概要を紹介するが、

文中の意見にわたる部分は筆者の私

見である。

１．ASBJの活動状況のアップデート

� ASBJの活動のアップデートの

説明

我が国会計基準のコンバージェン

スの状況のほか、以下のASBJの取

組みについて説明を行った。

① IFRSの任意適用に当たっての

ASBJの対応

2010年３月期からの国際財務報告

基準（IFRS）の任意適用が認めら

れ、強制適用の判断が2012年を目処

に行われる状況下において、日本経

団連と日本公認会計士協会が事務局

となるIFRS導入準備タスクフォー

スとASBJ内に設置された実務IFRS

実務対応グループが、協力して

IFRSの任意適用のサポートをして

いる。

② 個別財務諸表の会計基準及び非

上場会社の会計基準に関する検討

我が国会計基準のコンバージェン

スが進められる中、個別財務諸表に

適用される会計基準及び非上場の会

計基準のあり方について、検討が行
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会計基準のコンバージェンスへの取組み

日 時 議 題 主な内容

９月９日
午前

ASBJUpdate ・ 日本におけるIFRSの適用とASBJにおけるコンバー
ジェンスプロジェクトの概要

IASBUpdate ・ 最近の作業計画

（公開） 金融商品 ・ 金融負債（分類及び測定）
・ 金融資産の減損
・ ヘッジ会計

午後
（公開）

連結 ・ 議決権が過半数に満たない場合のパワーの考え方
・ 報告企業のために行動する当事者の取扱い
・ 潜在的議決権や解任権の取扱い

リース ・ 貸手の会計処理に関するアプローチの使い分け
・ 収益認識EDにおける支配の移転の概念との整合性
・ 履行義務アプローチにおける２つの資産 その他

９月10日
午前

IFRSの解釈に
関する問題点

・ IFRSの任意適用の状況と解釈問題への対応

（公開） 収益認識 ・ 履行義務の識別及び測定
・ 収益認識モデル（返品権を含む）における支配
・ 製品保証

全体のスケジュールⅡ
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われている。

③ アジア・オセアニア地域におけ

るIFRS導入に関する活動の強化

2009年、アジア・オセアニア地域

におけるIFRSの採用やコンバージェ

ンスの促進、IASBへの意見発信等を

目的としたアジア・オセアニア会計

基準設定主体グループ（AOSSG）が

発足し、2010年９月末には、日本が

議長国となって、アジア・オセアニ

ア地域の多くの国が参加する第２回

AOSSG会議を開催する予定である。

④ 中期運営方針の公表

ASBJが2010年６月に新たな中期

運営方針を公表し、2012年までの活

動の基本方針及びIFRSの強制適用

を見据えた将来のASBJのあり方の

研究についての方針を策定したこと

を説明した。

� 意見交換の概要

以下のような点に関して、意見交

換が行われた。

・ 個別財務諸表及び非上場会社の

会計基準のあり方の検討状況

・ IFRS適用の際のASBJの役割

・ IASBの活動に対するAOSSGの

貢献への期待

２．IASBの活動状況のアップデート

� IASBの活動のアップデートの

説明

IASBは2010年６月に、米国財務会

計基準審議会（FASB）との間でコン

バージェンス作業に関する共同声明

を公表し、また、その後に公表され

た進捗報告の中で、IFRSと米国会計

基準の改善と収斂のための新たな戦

略とワークプランを示している。こ

れに基づき、IASBから、適用時期

と移行措置についての協議文書が別

途公表予定であることや、連結、認

識の中止、金融商品、財務諸表の表

示など、ワークプランに変更があっ

たプロジェクトや他のMoU項目を

中心に説明が行われた。

� 意見交換の概要

以下のような点に関して、意見交

換が行われた。

・ 適用時期と移行措置についての

協議文書の範囲や公表時期

・ 各プロジェクトのワークプラン

・ 将来のアジェンダに関する戦略

３．金融商品

� 減損

冒頭、IASBから、現在行われて

いる審議の中では、４つの段階に区

分して再検討を行っている旨の説明

がなされた。

① どの期間の予想損失を償却原価

計算に含めるか この点につい

ては、金融商品の全期間の損失を

含めるということで暫定決定して

いる。

② 当初予想損失をどのように認識

するか 2010年９月のIASB会

議で検討されるが、当初にすべて

認識するか、全期間に配分するか

ということと、配分する場合に実

効金利に含めるのか、実効金利と

は別個に配分するかという論点が

ある。

③ 事後の予想損失の変動をどのよ

うに認識するか 一時点で全額

認識するか、期間に配分するかと

いうことと、これらを金融資産の

（goodbook/badbook）によって

使い分けるかという論点がある。

④ 引当金の下限額の設定の要否

提案モデルにより算定された引当

金が、現行のIAS第39号に基づき

算定された引当金よりも少ない場

合は、後者を引当金額とするかど

うかという論点がある。

この点に関して、以下のとおり、

意見交換が行われた。

・ 事後の予想損失の変動を期間に

配分するとの方法は、ASBJのコ

メントでも触れられている。これ

とgoodbook/badbookを組み合わ

せる方法は、日本の実務にフィッ

トする可能性がある。（ASBJ）

・ 金融資産をgoodbook/badbook

に分ける方法は、公開草案で提案

した予想損失モデルとも異なり、

２つのモデルの組み合わせとなる。

また、その線引きは難しく、現行

の発生損失モデルと同様に、比較

可能性の欠如の欠点を引き継ぐ可

能性がある。一方で、こうした方

法は銀行の信用リスク管理実務に

うまくフィットするとの主張もあ

り、専門家諮問パネルでは、bad

bookに含まれる金融資産は、good

bookの資産よりもしっかり管理さ

れているとの議論もある。（IASB）

・ IASBの公開草案へのコメント

の多くは、予想損失モデルを支持

していた。一方で、事後の予想損

失の変動の取扱いについては反対

する意見が多かったとのことだが、

具体的にどのような点について賛

成・反対が多かったのか。（ASBJ）

・ よりフォワード・ルッキング情

報を利用して減損を算定するとい

う予想損失モデルの考え方につい

ては、概念的には賛成という意見

が多かった。しかしながら、当初

予想損失を実効金利に反映させる

点や、当初認識時の各データを契

約期間にわたり保持していなけれ

ばならないといった点について、

実務的な観点から懸念が多く寄せ

られた。（IASB）

� 金融負債

ASBJから、公正価値オプション

を除き、現行のIAS第39号の取扱い

を維持するという、金融負債に関す
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るIASBの提案については、おおむ

ね支持しているが、公正価値により

管理している金融負債に対して公正

価値オプションを適用した場合につ

いては、自己の信用リスクの変動の

要因を含め、公正価値の変動すべて

を純損益に認識することが企業の管

理の実態を反映しているのではない

かと指摘された。

これに対して、IASBにおける議

論の中でも、一部からそのような主

張があったものの、関係者からのフィー

ドバックの多くは、公正価値により

管理されている金融負債であっても、

自己の信用リスクの変動から生じる

公正価値の変動は、純損益に含める

べきではないというものであったと

の説明がなされた。

� ヘッジ会計

IASBのこれまでの審議で、金融

商品と非金融商品いずれも、その中

の特定のリスク要素をヘッジ対象と

することが可能であることが、暫定

決定されている。これについて、

ASBJから、審議の中では、このよ

うなリスク要素をヘッジ指定する場

合の要件として、契約で特定されて

いるかが挙げられているが、当該要

件が常に必要なものかどうか質問が

なされた。

IASBからは、現行の取扱いでは、

金融商品については契約で特定され

ていないリスク要素についてヘッジ

対象とすることは可能だが、非金融

商品についてはそうでない。暫定決

定では、非金融商品に関して、契約

で特定されていることを要求するこ

ととしたが、それをさらに拡張する

ことが可能か、すなわち、契約で特

定されていないリスク要素について

も、区分して識別可能で、かつ、測

定可能であることを前提として、ど

のような要件でヘッジ対象として適

格とすべきかどうか審議中であると

の説明があった。

４．連結

IASBが、2008年12月に公表した公

開草案第10号「連結財務諸表」（以下

「ED10」という。）により提案され、

最終基準化に向けて検討が続けられ

ている以下の論点について、意見交

換を行った。

� 議決権が過半数に満たない場合

のパワー（支配的株主の見解）

ED10では、議決権の過半数に満た

ない場合であっても、例えば、議決

権を他の株主よりも多く保有し、他

の株主が広く分散しており、組織化

されていない場合には、パワーを有

し、他の企業を支配し得るとして、

特に、以下の２つの見解について議

論がなされていた。

① 「能力」の見解…支配の評価に

際して、他の企業の活動を左右す

る能力を有している証拠を求める

見解

② 「証拠」の見解…支配の評価に

際して、他の企業の活動を実際に

左右していることを証明する証拠

を求める見解

これについて、ASBJから、他の

株主の組織化状況や分散の程度を評

価することは著しく困難であり、ま

た、他の株主の行動により自らのパ

ワーの有無が変動すると考えること

は直感に反することや、議決権の保

有については、相対的な割合だけで

なく、絶対的な割合も重視すべきで

あることなどの説明を行った。

これに対して、IASBからは、主

に以下のような説明があった。

・ ２つの見解については、IASB

としては「能力」の見解を選好し

ている。ただし、難しいのは、保

有割合が50％から下がっていった

場合であり、保有割合の程度によっ

ては、実際に行使しているという

事実が支配の証拠の一部として必

要となる可能性もある。

・ IASBでの審議の中では、議決

権が過半数未満の場合には、追加

的な証拠が必要であるといったこ

とを話していた。議決権が50％に

近いほど、支配の証拠となる。ま

た、議決権が他の株主と比べて大

きな差があれば、それが十分な証

拠にもなり得ると考えている。

� 報告企業のために行動を行う当

事者

ED10では、報告企業以外の当事

者が報告企業のために行動する場合

の取扱いと、そのような当事者とな

る例が示されており、その後の審議

では、報告企業がそのような当事者

を自らのために行動するよう左右で

きる場合に、当該当事者が持つ関与

や持分を支配の評価に際して、自ら

のものとして考慮することが明確化

されている。

これについて、ASBJからは、こ

のような報告企業と関係のある当事

者の関与や持分を考慮する方向性に

は賛成であるものの、当事者の行動

を左右できるかどうかを特定するこ

とは、特に、通常の事業を営む会社

については困難であり、実行可能性

を確保するための一定の指針も必要

ではないかといった説明を行った。

IASBからは、連結のスタッフド

ラフトでは、ED10におけるIAS第24

号の関連当事者などの例を拡張して

おり、また、当事者との関係がどの

ような場合に考慮するかを判断する

こととしている。ただし、法域等に

より、その判断は異なり得るもので

もあり、可能な限りそれに資するよ
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うな指針を入れたいと考えていると

の説明がなされた。

� 潜在的議決権や解任権の取扱い

（他の企業の活動を左右すること

を妨げる能力）

ED10では、オプション等の潜在的

議決権や解任権についても、支配の

評価に際しての取扱いが示されてお

り、その後のIASBの審議でも、ど

のような場合にそれらの権利を考慮

すべきかが引き続き検討されている。

これについて、ASBJから、それら

の権利を支配の評価において考慮す

る考え方には同意できるものの、そ

れらの権利は、他の株主の支配を妨

げる権利にはなり得るが、「現在の

パワー」とはいえず、それらを保有

するだけで自ら他の企業を支配して

いると判断することは難しく、行使

される可能性が非常に高いか、過去

に行使している事実がある場合など

一定の状況に限定すべきではないか

との説明を行った。

IASBからは、いずれの権利も実質

的である場合には考慮すべきである

と考えているが、それを文章にする

ことが非常に難しい論点でもあると

の意見があった。また、潜在的議決

権については、すべての事実や状況

を考慮する必要があり、現在の連結

基準（IAS第27号）における実務を

考慮し、首尾一貫した指針を設け、

取引を仕組む機会を狭めることが必

要と考えているとの意見があった。

５．リース

IASBとFASBが、共同で2010年８

月に公表した公開草案「リース」

（以下「リースED」という。）に関

して、�貸手の会計処理に関するア

プローチの使い分け、�収益認識

EDにおける支配の移転の概念との

整合性、�履行義務アプローチにお

ける結合表示の考え方、�オプショ

ン付リースの取扱いについて意見交

換を行った。

� 貸手の会計処理に関するアプロー

チの使い分け

ASBJから、リースEDでは、貸手

の会計処理について、貸手が留保す

る原資産のリスクと便益の観点から、

�履行義務アプローチ、�認識中止

アプローチ、�原資産の売買の３つ

の分類が設けられていると考えられ

るが、原資産の売買を包含するアプ

ローチとして全部認識中止アプロー

チを位置付け、認識中止アプローチ

（又は原資産の売買）と履行義務ア

プローチという２つの分類でとらえ

るほうが分かりやすいのではないか

との説明がなされた。

IASBからは、認識中止アプロー

チを、極めて原資産の売買に近い取

引にのみ適用される適用範囲の狭い

アプローチと定義するのであれば、

原資産の売買と認識中止アプローチ

の違いを認識する意義は乏しいとい

うことになるが、現時点においては、

より広範囲に認識中止アプローチが

適用されることを期待しているため、

原資産の売買処理と認識中止アプロー

チの区別は必要と考えているとの説

明があった。

� 収益認識EDにおける支配の移

転の概念との整合性

収益認識の公開草案では、財又は

サービスに対する支配を顧客が獲得

したときに、財又はサービスは顧客

に移転し、履行義務が充足され、収

益が認識されるとしている。一方、

リースEDでは、貸手が原資産に伴

う重要なリスク又は便益にさらされ

ている水準に応じて、履行義務アプ

ローチと認識中止アプローチを使い

分けることを要求している。このた

め、ASBJから、両者の会計処理が

整合しなくなる懸念があるとの説明

がなされた。

IASBからは、リースEDでは、貸

手の収益認識について、異なる理論

的背景を持つ履行義務アプローチと

認識中止アプローチという２つのア

プローチを混合したモデルとなって

おり、これが、収益認識EDのモデ

ルとの不整合を生じさせている１つ

の要因であると考えているとの説明

がなされた。

� 履行義務アプローチにおける結

合表示の考え方

ASBJから、履行義務アプローチ

の場合の二重計上の懸念に応えるた

め、リースEDで提案されている結

合表示（原資産、リース債権及び履

行義務を別個に表示した上で、その

合計の純額を正味リース資産として

表示する方法）について、資産側に

計上される履行義務の意味が分かり

づらく、依然、１つのキャッシュ・

フローの裏付けに対して２つの資産

が計上されているとの誤解を招くお

それがあるため、相互依存関係がよ

り強いと考えられるリース債権と履

行義務を結合表示する方法や、収益

認識EDとの整合性から、それらを

純額で直接表示することも考えられ

るのではないかとの提案が行われた。

IASBからは、リース債権と履行

義務を純額とすると、原資産はその

まま計上されることになるが、これ

は、原資産のうち、使用権の価値部

分が移転している事実を反映してい

ない表示になると考えられるとの説

明があった。IASBのあるメンバー

からは、リース取引は原資産の引渡

しにより借手が使用でき、未履行契

約ではなくなるため、リース債権を

履行義務と純額表示すべきでないと
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する意見があった。一方、別のメン

バーからは、履行義務アプローチで

は、原資産の引渡し後もそれを借手

に使用させ続ける義務を負っており、

リース開始時点では未履行と考える

こともできるとの意見もあった。

� オプション付リースの取扱い

リースEDでは、リースを延長又は

解約するあらゆるオプションの影響

を考慮して、起こり得る各リース期

間の発生の可能性（蓋然性）を見積

もることにより、リース期間を決定

することを求めており、そこでのリー

ス期間は、「発生しない可能性より

も発生する可能性の方が高い（発生

する可能性が50％超となる）」とな

る最長の起こり得るリース期間とさ

れている。

ASBJから、この提案では見積り

の要素が多く、結果的に信頼性のあ

る財務情報にならず、その有用性の

低下が懸念されるため、より高い蓋

然性の閾値、例えば、解約不能リー

ス期間に加え、「発生可能性の高い

（Probable）リース期間」といった、

「発生する可能性が50％超となる

（morelikelythannot）」より高い水

準の閾値によることが、現段階で１

つの解決方法ではないかと考えてい

るとの説明がなされた。

IASBからは、想定するリース期間

が長ければ長いほど、その見積りが

難しくなることは承知しているが、

これに代わる良い方法を提案してほ

しいとの要請があった。ただし、解

約不能リース期間に加え、「発生の

可能性が高い（Probable）リース期間」

とすると、その想定する閾値が高す

ぎ、取引を仕組む機会を与えてしま

う懸念も残るという指摘がなされた。

６．IFRSの解釈に関する問題点へ

の対応

１．に記載のとおり、ASBJでは、

市場関係者とともにIFRSの任意適

用に当たっての実務上の適用に関す

る支援を行っている。日本全体に影

響があるようなIFRSの解釈に関す

る重要な問題が生じた場合、ASBJ

は市場関係者の意見を集約して、

IASBに相談することを考えている。

今回の審議では、そのIFRS導入準

備タスクフォース及びIFRS実務対

応グループで議論が行われたIFRS

の解釈に関する問題について、意見

交換を行った。ASBJとIASBは、こ

れらの問題に対処するために引き続

き協力を行うことを確認した。

７．収益認識

IASBが2010年６月に公表した公

開草案「顧客との契約から生じる収

益」（ED）に関して、�履行義務の

識別、�返品権を含む支配の移転の

概念、�製品保証の会計処理につい

て意見交換を行った。

� 履行義務の識別

① 履行義務の識別の要件

EDでは、履行義務の識別の要件

を、�企業（又はその他の企業）が、

同一の又は類似する財又はサービス

を別個に販売している、又は�財又

はサービスが、�区別できる機能が

ある、及び、�区別できる利益マー

ジンがあるという双方の条件を満た

すために、企業が、これを別個に販

売し得る、のいずれかを満たす場合

としている。これについて、ASBJ

から、以下の提案及び質問がなされ

た。

・ 他の企業を参照した場合、多く

のものが別個に販売されているこ

とから、別個に販売し得る場合に

比べて履行義務が細かく区別され

る可能性があるため、履行義務の

識別に当たっては、他の企業を参
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照すべきではない。

・ 「区別できる機能」や「効用」

が何を意味するかについて、ASC

サブトピック605�25の複数要素契

約に関するガイダンスにおける

「単独で顧客にとっての価値があ

る」と同程度に、財やサービスが

別々に販売し得るという状況を限

定するために、明確化を行う必要

がある。

・ 「区別できる利益マージン」の

概念について、米国基準の「異な

る利益マージン」の概念よりもよ

り細かく履行義務を識別すること

になるのか、また、工事契約以外

で、区別できる利益マージンを有

すると想定されないケースがある

のか。

IASBからは、他の企業の参照に

ついては、当初の趣旨は、他の当事

者が財又はサービスを別個に販売し

ているということは、割合よい指標

として、別個の履行義務になるので

はないかということであったが、そ

れだけで断定ができる要件にならな

いかもしれないということを考えて

いきたい旨が示された。また、一部

の関係者は、自らのマーケットに制

限して、他の業界まで参照しなくて

よいと提案しており、この点も検討

の余地があると説明された。また、

「区別できる機能」ついては、米国

基準の「単独で顧客にとっての価値

がある」は、解釈的に問題があると

考えられたため使わなかったが、機

能についてより明瞭に説明すること

ができるか検討する旨が示された。

さらに、「区別できる利益マージン」

は、主に、工事契約のために書かれ

たが、必ずしも工事契約に限定して

いるわけではなく、また、異なる利

益マージンではなく、区別できる利

益マージンとあえてしたのは、同じ

利益マージンであるが、別の履行義

務として取り扱いたいという状況が

あると思われたからであり、おそら

く現行の要件よりは広いものと思わ

れる旨の説明があった。

② 契約の分割と履行義務の識別と

の関係

ASBJから、契約の分割と履行義務

の識別という２つのステップを採ら

ずに、識別された別個の履行義務の

価格の相互依存性があるかどうかに

より、契約の変更を反映するかどう

かを判断すべきであると提案された。

IASBからは、多くが２つのステッ

プのアプローチは不明確であるとい

う意見であり、提案は同じ結果を得

ようとする１つの方法であると考え

られるため、審議会にかけたい旨が

示された。

� 返品権を含む、支配の移転の概念

EDでは、返品権付きの製品販売

について、顧客から受け取った対価

の全部又は一部について、顧客に返

金することが見込まれる場合、企業

は、返金負債を認識しなければなら

ないという提案がなされている。こ

れに対して、ASBJから、返品権を

伴う販売の会計処理については、基

本的に同意するものの、返品権を伴

う販売の会計処理を、変動する対価

に関連する原則に従って行うべきで

はなく、不確定な数量を販売してい

る場合に関する原則を定めるべきで

あるという提案がなされた。

IASBからは、提案された会計処

理は、現行の返品権の実務とかなり

整合性があると思うので、大幅な変

更を提案したということではないが、

測定というよりも、販売数量の不確

実性の問題として考えている旨が説

明された。

� 製品保証

EDでは、目的に応じて２つの製品

保証に分けるという提案を行っている。

その目的が、製品の潜在的な欠陥

（すなわち、製品の移転時に存在し

ているが、まだ顕在化していない欠

陥）についての保護を顧客に与える

ことである場合（品質保証的な製品

保証）には、当該保証は製品を移転

する履行義務のほかの履行義務を生

じさせない。一方、製品保証の目的

が、製品が顧客に移転された後に生

じる不良への保護を顧客に与えるこ

とである場合（保険的な製品保証）

には、当該保証は、約束した製品を

移転する履行義務に加えて、製品保

証サービスに係る履行義務を生じる。

これに対して、ASBJから、品質

保証的な製品保証について、未充足

の履行義務とみる販売不成立アプロー

チを適用することは適当ではなく、

欠陥のある製品を交換・修理すると

いう負債を、IAS第37号に従って計

上すべきというスタッフの見解が提

案された。

IASBから、審議会は、製品に潜

在的な欠陥があるのであれば、契約

上の義務を十分充足してないため、

全額を収益認識せずに繰り延べるこ

ととしたが、多くが共通して、収益

の繰延べではなく負債認識すべきと

いう意見であるため、再検討する旨

が示された。

2011年４月に、東京で開催する予

定である。
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